
町からのお知らせHot  Town News

▼ 

固
定
資
産
税
の
減
免
に 

つ
い
て

▼ 

森
林
の
伐
採
に
は
届
出
が
必
要
で
す
！

▼ 

ヒ
ブ
、
小
児
用
肺
炎
球
菌
、
子
宮
頸
が
ん
予
防
ワ
ク
チ
ン
の 

無
料
接
種
が
延
長
さ
れ
ま
し
た
‼

▼ 

心
の
健
康
相
談
日

　
集
会
所
等
の
公
益
の
た
め
に

直
接
使
用
し
て
い
る
土
地
及
び

家
屋
（
有
料
で
使
用
し
て
い
る

も
の
を
除
く
）
に
か
か
る
固
定

資
産
税
は
申
請
に
よ
り
減
免
と

な
り
ま
す
。

　
該
当
す
る
固
定
資
産
を
お
持

ち
の
方
は
、
５
月
23
日
（
水
）

ま
で
に
住
民
課
税
務
係
ま
た

は
、
各
支
所
町
民
課
町
民
係
へ

申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

　
自
分
の
山
の
木
な
ら
、
自
由
に
伐
っ
て
も
い
い
。
そ

ん
な
ふ
う
に
思
わ
れ
て
い
る
森
林
所
有
者
の
方
は
い
ら

っ
し
ゃ
い
ま
せ
ん
か
。

　
た
と
え
自
分
の
山
で
も
、
森
林
を
伐
採
す
る
と
き
は

届
出
が
必
要
で
す
。

■
対
象
と
な
る
森
林

　
民
有
林
（
県
が
策
定
す
る
地
域
森
林
計
画
の
対
象
森

林
）
が
対
象
で
す
。

■
届
出
期
間
は

　
伐
採
を
開
始
す
る
日
の
90
日
か
ら
30
日
前
ま
で
の
期

間
に
産
業
課
へ
届
出
を
し
て
く
だ
さ
い
。

■
記
載
事
項

　
森
林
の
所
在
場
所
、伐
採
面
積
、伐
採
方
法
、伐
採
齢
、

期
間
及
び
樹
種
、
伐
採
後
の
造
林
の
計
画
な
ど
で
す
。

■
届
け
を
す
る
方

　
森
林
所
有
者
が
自
分
で
伐
採
す
る
場
合
は
、
森
林
所

有
者
が
届
出
書
を
提
出
し
ま
す
。

　
伐
採
業
者
な
ど
が
立
木
を
買
い
受
け
て
伐
採
す
る
と

き
は
、
伐
採
業
者
と
伐
採
後
の
造
林
の
権
限
を
有
す
る

者
と
が
連
名
で
届
出
書
を
提
出
し
ま
す
。

■
無
届
伐
採
を
行
っ
た
場
合

　
町
が
伐
採
の
中
止
や
伐
採
後
に
造
林
さ
せ
る
よ
う
に

命
令
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

■
保
安
林
な
ど
の
制
限
林

　
保
安
林
な
ど
の
制
限
林
に
指
定
さ
れ
て
い
る
森
林
の

伐
採
を
行
う
場
合
は
、
別
途
県
に
申
請
が
必
要
と
な
り

ま
す
。

■
林
地
を
開
発
す
る
場
合

　
森
林
以
外
の
用
途
に
使
用
す
る
た
め
に
、
１
ha
を
超

え
土
地
の
形
質
を
変
更
す
る
開
発
行
為
は
林
地
開
発
許

可
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

　
詳
し
く
は
、
産
業
課
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

福　

祉　

課�

☎
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▼ 

国
民
健
康
保
険
に
関
す
る
届
出
の
お
願
い

▼ 

神
石
高
原
こ
ど
も
医
療
制
度
の
申
請
を
し
て
く
だ
さ
い
。

　

国
民
健
康
保
険
に
加
入
さ
れ
て

い
る
方
が
、
社
会
保
険
に
加
入
さ

れ
た
場
合
、
原
則
と
し
て
14
日
以

内
に
町
に
資
格
喪
失
届
と
併
せ
て

保
険
証
を
返
還
す
る
必
要
が
あ
り

ま
す
。

　
こ
の
届
出
を
せ
ず
資
格
喪
失
し

て
い
る
国
民
健
康
保
険
証
で
病
院

等
を
受
診
し
た
場
合
、
国
民
健
康

保
険
が
負
担
し
た
医
療
費
を
返
還

し
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま

す
。

　
ま
た
、
会
社
等
を
辞
め
ら
れ
て

社
会
保
険
（
任
意
継
続
を
さ
れ
て

い
る
方
や
家
族
の
扶
養
と
な
る
方

を
除
く
。）
の
資
格
を
喪
失
さ
れ

た
場
合
は
原
則
と
し
て
14
日
以
内

に
国
民
健
康
保
険
に
加
入
す
る
届

出
を
行
う
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　
こ
の
よ
う
な
場
合
は
必
ず
、
福

祉
課
又
は
各
支
所
町
民
課
に
届
出

を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
国
民
健
康
保
険
の
加
入

の
届
出
は
世
帯
主
の
方
が
代
わ
っ

て
行
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
適
正
な
医
療
給
付
を
行
う
た
め

に
ご
協
力
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま

す
。

　
平
成
24
年
４
月
か
ら
児
童
扶
養
手

当
な
ど
の
手
当
額
が
次
の
と
お
り
改

定
さ
れ
ま
す
。
該
当
さ
れ
る
方
に

は
、
文
書
で
金
額
等
を
お
知
ら
せ
し

ま
す
。

　
詳
し
く
は
福
祉
課
ま
た
は
各
支
所

町
民
課
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。
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保　
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現
在
、
町
で
実
施
し
て
い
る
ヒ
ブ
、
小
児
用
肺
炎
球
菌
、
子
宮
頸
が
ん
予
防

ワ
ク
チ
ン
の
無
料
接
種
に
つ
い
て
は
、
平
成
24
年
３
月
31
日
で
終
了
す
る
予
定

で
し
た
が
、
引
き
続
き
助
成
を
延
長
し
ま
す
。�

な
お
、
無
料
接
種
の
期
間
は
平

成
25
年
３
月
31
日
ま
で
で
す
。

　
対
象
者
に
は
個
別
に
通
知
を
送
付
し
ま
す
が
、
す
で
に
通
知
（
予
診
票
）
を

受
け
取
っ
て
い
る
方
に
は
新
た
に
予
診
票
を
送
付
し
ま
せ
ん
の
で
、
次
の
点
に

注
意
し
て
接
種
を
受
け
て
く
だ
さ
い
。

１  

ヒ
ブ
、
小
児
用
肺
炎
球
菌
ワ
ク
チ
ン
に
つ
い
て 

　
通
知
内
容
に
変
更
は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
引
き
続
き
予
診
票
を
使
っ
て
接
種

を
受
け
て
く
だ
さ
い
。

２  
子
宮
頸
が
ん
予
防
ワ
ク
チ
ン
に
つ
い
て 

　
今
回
、
特
例
と
し
て
高
校
２
年
生
に
相
当
す
る
年
齢
の
女
子
（
平
成
７
年
４

月
２
日
～
平
成
８
年
４
月
１
日
の
間
に
生
ま
れ
た
方
）
に
つ
い
て
、
平
成
24
年

３
月
31
日
ま
で
に
１
回
目
又
は
２
回
目
の
接
種
を
受
け
た
場
合
は
、
高
校
２
年

生
に
な
っ
て
も
無
料
接
種
の
対
象
と
な
り
ま
し
た
の
で
、
引
き
続
き
予
診
票
を

使
っ
て
接
種
を
受
け
て
く
だ
さ
い
。

　
予
診
票
を
紛
失
し
た
等
、
詳
し
く
は
保
健
課
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　
精
神
科
医
師
に
よ
る
個
別
相
談
を
開
催
し
ま
す
。

　
疲
れ
や
す
い
・
気
が
滅
入
る
・
不
眠
・
情
緒
不
安
定
な
ど
気
に
な
る
方
、
物

忘
れ
や
ひ
き
こ
も
り
等
の
心
配
な
方
は
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

●
日
時　

�

４
月
25
日
（
水
）・
６
月
18
日
（
月
）・
８
月
30
日
（
木
）・
10
月
22
日

（
月
）・
12
月
18
日
（
火
）・
平
成
25
年
３
月
12
日
（
火
）�

い
ず
れ
も
午
後
１
時
～
３
時
ま
で

●
場
所　
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー　
＊
前
日
ま
で
に
予
約
が
必
要
で
す
。

●
予
約
は
保
健
課
へ
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

総
務
課�
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▼ 
行
政
相
談
に
つ
い
て

　
行
政
相
談
と
は
、
…
総
務
大
臣
か
ら

委
嘱
さ
れ
た
行
政
相
談
委
員
が
、
国
を

は
じ
め
と
す
る
行
政
に
関
す
る
苦
情
や

要
望
な
ど
を
お
聞
き
し
、
行
政
に
反
映

さ
せ
る
も
の
で
す
。

　
町
で
は
、
４
名
の
行
政
相
談
委
員
が

日
々
相
談
を
お
受
け
し
て
い
ま
す
。

　
行
政
相
談
委
員
は
次
の
方
々
で
す
。

　
　
藤　
井　
世
威
子　
（
南
ゆ
き
）

　
　
樋　
村　
良　
幸　
（
福　
永
）

　
　
金　
森　
伸　
行　
（
有　
木
）

　
　
重　
松　
文　
宏　
（
小　
畠
）

　

ま
た
、
平
成
24
年
度
も
引
き
続
き
、

第
１
水
曜
日
に
行
政
相
談
会
を
行
い
ま

す
。

　
２
名
の
行
政
相
談
委
員
が
相
談
に
応

じ
ま
す
。お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

相談日 時　間 会　場月 日
４月 ４日

午前

9：30

～

11：30

油木コミュニティセンター
５月 ２日 役場　豊松支所
６月 ６日 三和公民館
７月 ４日 役場　神石支所
８月 １日 油木コミュニティセンター
９月 ５日 役場　豊松支所
10月 ３日 三和公民館
11月 ７日 役場　神石支所
12月 ５日 油木コミュニティセンター
１月 ９日 役場　豊松支所
２月 ６日 三和公民館
３月 ６日 役場　神石支所
※１月は，第２水曜日となります。

　
神
石
高
原
町
で
は
、
小
学
校
１

年
生
か
ら
中
学
校
３
年
生
ま
で
の

方
を
対
象
に
医
療
機
関
で
の
１
日

の
支
払
い
が
５
０
０
円
に
な
る
神

石
高
原
こ
ど
も
医
療
制
度
を
実
施

し
て
い
ま
す
。

〇
対
象
者

　
原
則
と
し
て
神
石
高
原
町
内
に

住
所
が
あ
る
小
学
校
１
年
生
か
ら

中
学
校
３
年
生
ま
で
の
方

　
な
お
、
重
度
医
療
制
度
な
ど
の

他
の
制
度
で
助
成
を
受
け
る
こ
と

が
で
き
る
方
は
対
象
外

　
対
象
に
な
る
方
で
ま
だ
申
請
さ

れ
て
い
な
い
方
は
、
福
祉
課
ま
た

は
各
支
所
町
民
課
で
申
請
手
続
き

を
行
な
っ
て
く
だ
さ
い
。

　
く
わ
し
い
制
度
の
内
容
、
申
請

方
法
に
つ
い
て
は
、
福
祉
課
ま
で

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

▼ 

児
童
扶
養
手
当
・
特
別
児

童
扶
養
手
当
及
び
特
別

障
害
者
手
当
等
の
手
当

額
変
更
の
お
知
ら
せ

手　　当 金額（月額）
児童扶養手当（全部支給） 41,430 円
児童扶養手当（一部支給） 41,420 円～ 9,780 円
特別児童扶養手当（１級） 50,400 円
特別児童扶養手当（２級） 33,570 円

特別障害者手当 26,260 円
障害児福祉手当 14,280 円

福祉手当（経過措置分） 14,280 円

神石高原町教育委員会生涯学習課は，シルトピアカレッジ図書館内に移転しました。☎ 82-2003　FAX　82-2004
神石公民館の事務所は，神石支所に移転しました。☎ 87-0181
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